
平成２０年７月２２日

経 済 産 業 省

特定商取引法に違反した訪問販売業者に対する

業務停止命令（６か月間）について

経済産業省は、訪問販売によりロコ・ロンドンまがい取引を行っていたワールドビジ

ネスバンク株式会社（本社：東京都中央区日本橋蛎殻町）に対し、特定商取引法第８条

第１項の規定に基づき、本年７月２４日から平成２１年１月２３日までの６か月間、訪

問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。

認定した違反行為は、不実告知、契約書面等における記載の不備です。

１．ワールドビジネスバンク株式会社（以下「同社」という ）は、金を対象とした「店。

頭ロンドン渡し貴金属証拠金取引」と称する金現物に係る差金決済による売買取引に関

する役務の提供を行っているところ、同社は、この役務提供契約の締結について勧誘す

る際、明確な根拠を有していないにもかかわらず 「これから金は上がることに間違い、

ありません 「必ず利益が出ると私の方で保証できます 「必ず利益を返します 」。」、 。」、 。

等と告げ、消費者に利益が生ずることが確実であると誤認させるような不実のことを告

げていました。

２．また、同社が契約の際に消費者に交付する契約書面等に、契約の解除に関する事項に

係る記載並びに事業者の代表者の氏名に係る記載及び事業者の契約担当者の氏名に係る

記載に不備がありました。

３．なお、平成１９年７月１５日付施行の特定商取引に関する法律施行令の一部を改正す

る政令で、ロコ・ロンドンまがい取引等が指定役務に追加されました。本件は、改正後

の当該政令適用に係る経済産業省として２度目の行政処分となります。



本件に関する問い合わせ先】【

経済産業省消費者相談室 電話０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８１１－８５２７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３



ワールドビジネスバンク株式会社に対する行政処分の概要

１．事業者概要

（１）商 号：ワールドビジネスバンク株式会社

（２）代表取締役：浜田 光

（３）所 在 地：本店：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目１３番１号

（４）資 本 金：３，０００万円

（５）従業員数等：役員２名、従業員２６名（平成２０年５月２７日現在）

（６）設立年月日：平成元年１１月８日（平成１８年８月１０日現商号に変更）

（７）取 引 形 態：訪問販売

（８）取 扱 役 務：貴金属の売買に関する取次業務

（９）取 扱 価 格：委託手数料（往復）１口当たり３１，５００円（税込み）

（１口は トロイオンス（委託基本証拠金３０万円）分）100
（ ）顧 客 数：６８人（平成２０年５月２７日現在）10
（ ）預 り 金：２３５百万円（平成２０年５月２７日現在）11

２．取引の概要

ワールドビジネスバンク株式会社は 「店頭ロンドン渡し貴金属証拠金取引」と称す、

る金現物取引（証拠金の預託を受けて海外商品市場の貴金属の現物取引価格を利用し米

国ドル建てで行う金を対象とした貴金属に係る物品の差金決済による売買取引）に関す

る役務の提供に係る事業を行っている。

、 、同社は 営業担当社員からの電話に関心を示した消費者の住居等に営業員を訪問させ

当該消費者に対し役務提供契約の締結について勧誘させることにより、当該住居等にお

いて当該契約の申込みを受け、当該契約を締結させていた。

３．業務停止命令の原因となる事実

同社は以下のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取

引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められ

た。

（１）法定交付書面の記載不備（特定商取引法第５条第１項）

同社が契約の締結に当たって消費者に対して交付する契約書面等において、契約の

解除に関する事項に係る記載並びに事業者の代表者の氏名に係る記載及び事業者の契

約担当者の氏名に係る記載に不備があった。

（２）不実告知（特定商取引法第６条第１項）

①判断に影響を及ぼす重要なもの（同項第７号）

同社は、勧誘に当たり 「これから金は上がることに間違いありません 「必ず、利、 。」、

益が出ると私の方で保証できます 「必ず利益を返します 」等と虚偽の説明を行って。」、 。

消費者を勧誘していた。



４．業務停止命令の内容と期間

（１）業務停止命令の内容

特定商取引法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停

止すること。

①訪問販売に係る役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という ）の締結。

について勧誘すること。

②訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。

③訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

（２）業務停止命令の期間

平成２０年７月２４日から平成２１年１月２３日まで（６か月間）



（参考） 勧誘事例

【事例１】

消費者Ａは、ワールドビジネスバンク株式会社の営業担当社員Ｚ１から電話で「住

友商事や丸紅といった大手商社が、１５０億円のファンド資金を投入しようとしてい

ます 「ファンド資金は数回に分けて入ってきますので、その都度、金の価格が上。」、

がることは確実です。その投入のタイミングを見計らって取引をすれば、儲かりま

。」、「 、 。 、す 今この取引に３０万円入れてもらえば 相当な利益が出ます 今投資すれば

金の値上がりを受けて、利益は確実です 」などと説明され、消費者Ａは、大手が買。

い付けるタイミングなら実際に利益が上がるかもしれないと思った。

後日、同社の営業担当社員Ｚ２から電話があり 「是非会って下さい 」と言うので、 。

消費者Ａはその日に自宅の近所のハンバーガーショップで営業担当社員Ｚ２と会っ

た。

営業担当社員Ｚ２はその場所で「今、金の価格は９４０ドルですが、これが１００

０ドルを軽く超える見込みです 「今、金を買い付けて頂ければ１５ドル上がっ。」、

た時点で４０％の儲けが出ます 「大手商社が買い上げますので、一挙に価格が。」、

上がります。その大手商社が動くとき一緒に買い付ければ、利益を得ることができま

す 「３ヵ月の間で１５ドルの値上がりを考えて下さい。４０％の儲けが出ますの。」、

で、その実績をその目で確かめて下さい 「今、金の価格が下がると思いますか。。」、

大手商社の資金も入りますし、これから金は上がることに間違いありません 」など。

と告げたので、消費者Ａは営業担当社員のＺ１とＺ２の説明を信用して契約を締結し

て証拠金９０万円を営業担当社員Ｚ２に手渡した。消費者Ａは 「もし、営業担当社、

員のＺ１とＺ２の説明が嘘で金の価格が下がり、そのために損になったり、預けたお

金が半分以上無くなることがあり得たなら、取引の契約はしなかった」述べている。

結局、当初に入金した証拠金に近い金額の損失を被った。

【事例２】

ワールドビジネスバンク株式会社の営業担当社員Ｙ１から消費者Ｂの妻に「私のお

客さんは誰も損をしていません 「三井物産が大きな金の取引をする予定があるの。」、

で、その時期がチャンスです。その時期が来たらまた電話します 」という電話があ。

った。その後、営業担当社員Ｙ２から消費者Ｂの妻に「三井物産が参入して来るので

金の相場がだいぶ良くなってきました。今が買い時です 」という２度目の電話があ。

り、詳しい説明をしたいのでどこかでお会いできないかというので、消費者ＢはＢの

妻と一緒に、営業担当社員Ｙ２とレストランで会うことにした。

営業担当社員Ｙ２は取引の流れを図に書いて、お客さんからの注文をワールドビジ

ネスバンクが仲介してロンドンの市場に直接つないでいる、と説明し 「この取引は、

先物とは違って現物市場なので安心できます 、またリスクの範囲を「自分で決め。」

た範囲内で取引ができるので、なおさら安心です 」などと告げたので、消費者Ｂは。

安心できる取引だと思い契約を締結した。証拠金６００万円は翌日、銀行振込みによ

り支払った。消費者Ｂは 「営業担当社員Ｙ２の「現物市場であって自分の決めたリ、

スクの範囲内で取引ができる 」という説明がなければ、契約はしなかったと思う。。



」と述べている。

更に、約７００万円の追加資金を投資したが、取引に不審を抱き弁護士に相談して

契約を解除した。

【事例３】

消費者Ｃは、ワールドビジネスバンク株式会社の営業担当社員Ｘ１から電話で「金

の価格はずっと上がっており、これからも上がることが確実と思われます 「金の。」、

、 。」、「 。」価格が上がることで 絶対儲ります 私の担当したお客様で損した人はいません

などと１時間ほど勧誘を受けたので、消費者Ｃはそんなにいい取引ならやってもいい

かなと思い始めたところ 、営業担当社員Ｘ１は「また、よいタイミングでご連絡し

ますので」と言い電話を切った。

その後、営業担当社員Ｘ２から消費者Ｃに電話があり、詳しく説明したいというの

、 。 、「 、で 消費者Ｃはファミリーレストランで会うことにした 営業担当社員Ｘ２は 今

実際に金の価格がここまで上がっていて 今後もこの状態のまま 上がります 最、 、 。」、「

初の１回目の取引は、金の価格が上がるのは間違いありませんので、必ず利益が出る

と私の方で保証できます 」と告げたので、消費者Ｃは儲かることが確実なのだと理。

解し取引をすることに決め、１５０万円で取引をすると営業担当社員Ｘ２に伝えた。

翌日、同額を銀行振込で同社の銀行口座に送金した。

消費者Ｃは契約締結後、この取引についてインターネットで調べたところ、各関係

機関からロコ・ロンドン取引の注意喚起の情報があったのでクーリング・オフの手続

きをすることにした。

【事例４】

消費者Ｄに対して、ワールドビジネスバンク株式会社の営業担当社員Ｗ１からの電

話での勧誘があり、営業担当社員Ｗ１は「サブプライム問題が発生したため、投資家

が次の確実な投資先として、金を考えるようになりました 「金の価格が高騰する。」、

ことは間違いありません 」などと話した。。

その後、営業担当社員Ｗ２から電話があり「金の価格は１０００ドルまで上がると

予想できます 「金の価格が高騰していくから、今、金の取引をすれば資産が増や。」、

せます 」と言った。。

更にその後、営業担当社員Ｗ３から電話があり「これから、もっと金が高騰するこ

とで儲かります 「金の投資をしましょう。利益が出ます 「今は３０年ごとの金。」、 。」、

価格周期の３０年目に当たる年で、チャンスの年です。ぜひ取引をやるべきです 」。

、「 、 。」 、などと話をし 詳しい説明に上がりますので 一度話を聞いて下さい と言うので

消費者Ｄは営業担当社員の話からこの取引は儲かる取引であると思い、自宅で説明を

聞くことを承諾した。

営業担当者員Ｗ３が自宅に来て「１ヵ月だけでも結果は出せますが、今年一杯預け

ていただければ、必ず利益を返します 「金の価格の歴史から、安心して取引がで。」、

きる大丈夫な時期です 」と告げたので、消費者Ｄはこの言葉を信じて契約を締結し。

た。

証拠金の入金前に消費者センターに相談して、クーリング・オフの手続きをとった

ことから、損害を未然に防ぐことができた。


